
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 5 月 22 日（金）、新型コロナウイルス感染拡大に対応する政府・与野党連絡

協議会が国会内で開催されました。協議会では野党共同会派から政府に対し要望

書が提出され、その中には航空連合の要請内容が反映されました。 

今後、政府は追加の対策を実行するため、今年度の第 2 次補正予算案を策定

するとしていますが、航空連合は要請内容の実現に向け、国会の審議等に積極

的に働きかけるとともに、産業が直面している未曽有の危機を乗り越えるため、

職場の声をもとに引き続き精力的に取り組みます。 
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第 21 期 緊急要請行動 第 10 弾 

 【野党共同会派による政府への要望内容（航空関連）】 

1． 移動の自粛により、公共交通機関の経営が極めて厳しい状況にあることに鑑み、需要回復に 

至るまでの支援策を講ずること。また、事業規模に関わらず、固定資産税や航空機燃料税、 

着陸料などの減免を行うこと。 

2． 雇用調整助成金の上限額を遡って 15,000 円以上に引き上げるとともに、休業手当を受け取

ることができていない休業者への給付、及び、失業手当の給付額の引き上げを同程度の水準で 

行うこと。なお、その財源については、一般財源からの拠出を中心に検討すること。 

3． 雇用調整助成金については、企業の規模を問わず、減収が著しい事業者については、助成率を

10/10 とすること。 
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